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国土交通省九州運輸局 

令和８年１月２１日 

 

日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業 

に係る行政処分の通知について 

 

 

 

 

 

記 

 

 １．処分対象事業者 

 事業者名：日本郵便株式会社 

   住   所：東京都千代田区大手町２－３－１ 

 代 表 者：小池 信也 

 

 

 

 ２．処分内容 

   別紙のとおり 

  

 

 

３．処 分 日 

 令和８年１月２１日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

九州運輸局 自動車運送事業安全監理室 

担当：吉永、日置 

電話：０９２－４７２－２５２９ 

 

下記のとおり、貨物軽自動車運送事業者に対し、令和８年１月２１日付けで、貨物自動車運

送事業法（平成元年法律第８３号）第３３条の規定に基づく自動車の使用の停止処分を通知し

ましたので、お知らせいたします。 

なお、今後、順次、同事業者に対する自動車の使用停止処分の通知を行っていく予定です。 
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国土交通省九州運輸局 

別紙 

 

自動車の使用の停止処分（２５営業所） 

支局 郵便局 行政処分 支局 郵便局 行政処分 

福岡 

上山田 
２両×４２日 

１両×４３日 

鹿児島 

高城 １両×６０日 

福岡東 ２両×３０日 阿久根 １両×６０日 

筑紫 ２両×３０日 東市来 １両×６０日 

筑紫野 ２両×３０日 鹿児島南 ２両×３０日 

豊前 １両×６０日 国分 ２両×３０日 

宮崎 

三股 １両×６０日 鹿屋 ３両×２０日 

高城町 １両×６０日 中種子 １両×６０日 

高崎 １両×６０日 内之浦 １両×６０日 

西岳 １両×６０日 高江 １両×６０日 

真幸 １両×６０日 川辺 １両×６０日 

野尻 １両×６０日 長浜 １両×３７日 

鹿児島 
志布志 １両×６０日 野方 １両×３６日 

長島 １両×６０日    

 


